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第121号 小 松 法 人 会 だ よ り 令和14年 1月 1日 (2)

新春のごち

令和4年の年頭に当たり、新年のご挨拶を申し上げます。

会員の皆様には、健やかに初春をお迎えのこととお慶び申し上げます。

新型コロナウイルスの感染拡大からほぼ2年、昨年も感染拡大がおさまらず、仕事の仕方、

業務形態の変更にと大変ご苦労されたことと思います。当法人会も行事の運営方法の

変更等により会員の皆様には大変ご不便、ご迷惑をお掛けいたしました。会員の皆様方

をはじめ役員各位並びに税務当局及び関係団体各位の深いご理解と温かいご支援を

頂きながら運営できましたことに心から感謝申し上げます。

さて、一昨年は感染拡大を受け中止された全国規模で開催される法人会の全国大会、

全国女性フォーラム、全国青年の集いが、参加者の健康面・安全面への万全な対策を講

じての現地参加又はリモートとの併用等による参加など、「新しいカタチの大会」として開

催されるなど、法人会の事業活動も徐々に再開しております。また、我が国おいては、ワク

チンの接種等により、感染が落ち着ている中で、新たな変異株の感染拡大が懸念されま

すが、経済・社会活動も着実に再開され、回復の兆しを見せております。

なお、本年は「寅年」で相場格言では「千里を走りJの年といわれ、「虎は千里を走る」
の故事成語に因んで、相場が大きく躍動する年になるそうです。また、「成長Jや「始まり」
の年でもあり、令和3年は前年から続いて、感染拡大が私達の生活に大きな影響を与えた

ことで、新しい業種・業態等が拡大しております。令和4年はこれらの新しい芽が「成長す

る」、新しい日常が「始まるJ年になってほしいと願っております。

ところで、当法人会は、公益社団法人として、地域の健全な発展等のために公益事業

を主体とした事業への実践に組織一九となって取り組んでまいりました。

令和4年におきましても、よリー層公益社団法人として、租税教室、社会貢献活動、講

演会活動等といった公益性の高い社会のニーズに応えられる事業に、感染症対策等を

踏まえた「新しいカタチ」での取組を模索しながら、地域企業と地域社会の健全な発展に

貢献してまいりたいと考えておりますので、会員の皆様方には、本年も法人会活動に深い

ご理解とご協力を賜りますようにお願い申し_Lげます。

結びに、会員の皆様方のますますのご健勝及び会員各社の事業のご発展並びにご家

族のご健勝を心から祈念いたしますとともに、税務当局及び関係団体の変わらぬご↓旨導

を賜りますようお願い申し上げまして、年頭のご挨拶とさせていただきます。

つ
一
ド
）

′
．Ｖ

公ぶな団法人小松法人公
会長

小前日 彰

法人県民税法人税割の超過課税のお知らせ

《石川県からのお知らせ》

石川県で|よ、法人県民税法人税割について超過課税を実施しておりますが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響による厳しい経済情勢を踏まえ、超過税率を令和5年 4月 34日までに終了す

る事業年度
ノ
刀
＼について|よ 2ノ刀

くの 4(08%→ 04%)にする軽減措置を詰じることとしております。

◎適 用 期 間 令和8年 1月 34日 までの P日弓に終了する各事業年度
ノ
刀
(

◎法人税割の税率 適用税率 4,8%(標準税率 40% 超過税率 08%)

M絨蹂贔詔研縣 雲猛椅琵予
る各事業年度

旬
◎対象となる法人 次のいずれかに該当する法人

①資本金又|よ出資金の額が4億円を超える法人

②法人税額が4,OOO万円を超える法人

③相互会社

《お問い合わせ先》 石川県金沢県税事務所  TEL i 076-2638832
石サ|1県総務部不党務:果     TEL i 076-225-4274

県税キヤラクター

直之 くん

し

う

ハ
Ｖ

●

θ



(3)令和 4年 1月 1日 小 松 法 人 会 だ よ り 第 121号

年頭のごあいさつ

令和4年の新春を迎え、公益社団法人小松法人会の皆様方に謹んで新年のお慶びを

申し上げます。

また、皆様方には、平素より税務行政に対しまして、格別の御理解と多大なる御協力を

賜っており、この紙面をお借りしまして、厚くお礼申し上げます。

小松法人会におかれましては、「税のオピニオンリーダー」として、税知識の普及や納税

意識の高揚を図るための啓発活動に熱心に取り組まれ、租税教育活動をはじめ、各種研

修会等の開催や充実に努められるなど、積極的に活動を展開しておられます。

これもひとえに、小前田会長をはじめ役員並びに会員の皆様方の御熱意と御努力の

賜物と深く敬意を表する次第でございます。

さて、新型コロナウイルス感染症の影響により、経済社会や技術環境が急速に変化す

る中、国税当局におきましても「税務手続のデジタル化J「税務相談の充実」などの納税

者サービスの充実に向けた施策を実施しております。

具体的には、マイナポータルを活用した確定申告手続や年末調整手続の電子化、納付

手段のキャッシュレス化などを推奨しており、あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる

社会を目指して、更なる納税環境の整備に取り組んでおります。

税務相談についても、チャットボット(ふたば)の導入や国税庁ホームページの掲載情報

の充実など、Iσrを活用して更なる利便性の向上に努めております。

また、消費税の「適格請求書等保存方式 (インボイス制度)」 については、今後、事業者

の皆様が制度の導入に向けて円滑に準備できますよう、周知・広報や丁寧な相談対応に

取り組んでまいりますので、御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

間もなく、令和3年分の所得税等の確定申告の時期を迎えます。

税務署では、御自宅から「国税庁ホームページ確定申告書作成コーナー」で作成した

申告書をe Taxで送信していただくことをお勧めしております。御自身のマイナンバーカード

とマイナンバーカードの読取に対応したスマートフォンやパソコンがあれば、e‐Taxを不U用した

申告書の作成・送信ができます。

なお、確定申告に関する質問等がある方は、国税庁ホームページにおいて、チャヽ外ボッ

ト(ふたば)が会話形式で質問にお答えします。

会員の皆様方には、御自身の申告に加えて、御家族及び社員の方々の確定申告にも、

e Taxの御利用を周知していただければ幸いです。

結びに当たりまして、小松法人会のますますの御発展と、新しい年が会員皆様方及び

御家族の方々にとりまして、穏やかで幸多き年となりますようお祈り申し上げまして、年頭

の御挨拶とさせていただきます。

小松疵務琴長

大竹口 茂隆

/

デ
ン
〓
ア
　

イ

(
令和3年分 申告所得税・復興特別所得税及び消費税・地方消費税

(個人事業者)の申告と納税は正しくお早めに )

申告所得税及び復興特別所得税の場合

振替利用者の振替納付日

申告と納付の期限は

3月 15日供)

4月 21日休)

消費税及び地方消費税の場合

振替利用者の振替納付日

申告と納付の期限は

3月 31日休)

4月 26日傲)



第121号 小 松 法 人 会 だ よ り 令不Π4年 1月 1日 (4)

通常総会・各支部役員会の開催について

公とユ1研法人小松法大会 第 10"1通常総会

● ム L~

工

葺
ｇ
Ｉ

ヽ
争

(於 :ホテルビナリオKOMATSUセ ントレ)

塾

(於 :加賀商工会議所 ) 二 '| (於 :ホテルビナリオKOMATSUセ ントレ)

(於 :能美市寺井地区公民館 )

舜恥学

赫
一猛

^

小
一ｕ与ぶ

公
益
社
団
法
人
小
松
法
人
会
は
、
令
和
３
年
６

月
Ｈ
日
（金
）
、
ホ
テ
ル
ビ
ナ
リ
オ
Ｋ
Ｏ
Ｍ
Ａ
Ｔ
Ｓ
Ｕ

セ
ン
ト
レ
に
て
、
第
１０
回
通
常
総
会
を
開
催
し
ま

し
た
。

議
事
で
は
、
令
和
２
年
度
の
事
業
報
告
及
び
収

支
決
算
の
審
議
が
行
わ
れ
満
場

一
致
で
承
認
さ
れ
、

そ
の
後
、
令
和
３
年
度
の
事
業
計
画
及
び
収
支
予

算
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
任
期
満
了
に
伴

う
役
員
改
選
で
は
、
理
事
５‐
名

（う
ち
新
理
事
７

名
）
と
監
事
２
名
が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。

な
お
、
第
１
回
理
事
会

（書
面
決
議
）
に
お
い

て
、
会
長
及
び
副
会
長
が
再
任
さ
れ
ま
し
た
式
‐

新
し
く
選
任
さ
れ
た
理
事
は
次
の
方
々
で
す
。

【新
理
事
】

鹿
田
　
稔
夫
　
小
松
計
測
棚

中
野
英
太
郎
　
帥
中
野
粧
業
社

西
　
功
太
郎
　
帥
丸
西
組

一死
　
　
良
典
　
一死
合
繊
帥

元
田
　
雅
博
　
コ
マ
ニ
ー
佛

山
内
　
　
勇
　
帥
ヤ
マ
ウ
チ
産
業

新
滝
　
英
樹
　
棚
ホ
テ
ル
ゆ
の
く
に

令
和
３
年
１０
月
１３
日
に
（水
）
に
小
松
支
部
、

１０

月
１９
日
（火
）
に
能
美
支
部
、

１０
月
２７
日
（水
）
に
加

賀
支
部
と
順
次
支
部
役
員
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

各
支
部
役
員
会
に
お
い
て
組
織
の
現
状
と
会
員

増
強
の
推
進
及
び
福
利
厚
生
制
度
の
推
進
等
に
つ

い
て
話
し
合
い
、
役
員
間
の
意
識
の
共
有
が
図
ら

れ
ま
し
た
。

第 10回通常総会

小松支部役員会加賀支部役員会

能美支部役員会

回
通
常
総
会

第
10

支
部
役
員
会



(5)令和 4年 1月 1日 小 松 法 人 会 だ よ り 第121号

岩
手
大
会
奪
ン
ラ
イ
ン
開
じ

第
３７
回
法
人
会
全
国
大
会

「岩
手
大
会
」
が
１０

月
７
日
（木
）
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
状
況

に
鑑
み
盛
岡
会
場
と
全
法
連
会
館
か
ら
ラ
イ
ブ
配

信
す
る
オ
ン
フ
イ
ン
形
式
で
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。

大
会
は
、
第
１
部
で
ア
イ
リ
ス
オ
ー
ヤ
マ
ｍ
の

大
山
健
太
郎
代
表
取
締
役
会
長
の

「
ユ
ー
ザ
ー
イ

ン
経
営
」
と
題
し
た
記
念
講
演
が
行
わ
れ
、
第
２

部
の
式
典
で
は
小
林
栄
三
全
法
連
会
長
の
主
催
者

挨
拶
、
大
鹿
行
宏
国
税
庁
長
官
等
の
来
賓
挨
拶
の

後
、
「令
和
４
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
」

の
報
告
等
が
行
わ
れ
、
式
典
は
終
了
し
ま
し
た
。

○
税
制
改
正
要
望
活
動

小
松
法
人
会
で
は
、
△
甲
和
３
年
９
月
２‐
日
全

法
連
理
事
会
で
決
議
さ
れ
、
前
掲
の
全
国
大
会

で
報
告
さ
れ
た
ズ
「
和
４
年
度
税
制
改
正
に
関

す
る
提
言
」
の
内
容
を
基
に
作
成
さ
れ
た

展
「

和
４
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言
書
』
を
１１

月
１５
日
（月
）
に
小
松
市
及
び
能
美
市
、

１１
月
１９

日
（金
）
に
加
賀
市
の
各
市
長
及
び
各
市
議
会

議
長
に
提
出
し
て
陳
情
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
同
日
に
は
当
地
区
選
出
の
佐
々
木
紀

衆
議
院
議
員
に
対
し
て
も
提
言
書
を
託
し
（秘

書
手
渡
し
）
、中
小
企
業
の
立
場
か
ら
税
制
改
正

等
を
訴
え
ま
し
た
。

■ポストコロナの経済再生と財政健全化を目指し、財政改革の実現を1

■道正な負担と給付の重点化・効率化で、持続可能な社会保障制度の確立を1

■コロナの影響はまだ残る。深刻な打撃を受ける中小企業に、実効性のある対策を1

■中小企業にとって事業承継は重要な課題。本格的な事業承継税制の創設を1

― 令和4年度税制改正スローガンー

＊
題
靭
懇
暮
廓
靱
悪
動
＊

《
各
商
工
会
議
所
・商
工
会
と
の
共
催
に
よ
る
講
演
会
の
実
施
》

本
年
度
の
地
域
社
会
へ
の
貢
献
事
業
と
し
て
講
演
会
は
、
小
松
法
人
会
と
各
商
工
会
議
所
共
催
に

よ
る
左
記
の
一あ
の
講
演
会
の
実
施
と
な
り
ま
し
た
。
多
数
の
方
の
聴
講
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

当
日
は
、
各
会
場
に
お
い
て

「消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
Ｑ
＆
Ａ
」
を
は
じ
め
と
す
る
税
に
関
す
る

各
種
の
小
冊
子
等
を
希
望
者
に
無
料
で
配
付
し
ま
し
た
。

‐２
月

１
日
伽

Ｈ
月

２６
日
④

１０
月

２９
日
④

開
催
日

川
北
町

商
工
会

（川
北
町
文
化

セ
ン
タ
ー
）

小
松

商
工
会
議
所

（小
松
商
工

会
議
所
）

加
賀

商
工
会
議
所

（ホ
テ
ル
・

ア
ロ
ー
レ
）

商
工
会
議
所

名

等

い
五
俗
じ
代
表
取
締
役

お
金
を
か
け
ず
に
地
元
″
　
上
久
保

瑠
美
子
　
氏

含
を
ガ
ッ
チ
リ
掴
む

『地
域
密
着
型
の
集
客
』

い
小
松
製
作
所
　
代
表
取
締
役
会
長

大
橋
　
徹
二
　
氏

『創
立
１
０
０
周
年
を
迎
え
た

コ
マ
ツ
の
現
況
と
今
後
の
展
望
』

信
州
大
学
特
任
準
教
授
ユ
一ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
弁
護
士

山
口
　
真
由
　
氏

『世
界
の
潮
流
　
日
本
の
選
択
』

～
ア
フ
タ
ー
コ
ロ
ナ
の
日
本
～

講

師

・
演
　
題

日

n

i

加賀商工会議所会員大会記念講演会

小松商工会議所会員大会特別講演会

川北町経済請演会



第121号 小 松 法 人 会 だ よ り 令和 4年 1月 1日 (6)

女
性
部
会
だ
よ
り

・法
人
会
全
国
女
性
フ
オ
ー
ラ
ム

『新
潟
大
会
』
に
参
加

女
性
部
会

（森
里
枝
部
会
長
）
で
は
皿
月
１６
日
（火
）
に

新
潟
市
に
お
い
て

「
『新
し
い
形
、
新
潟
か
ら
。』
～
新
時

代

令
和
に
羽
ば
た
く
女
性
の
力
～
」
を
大
会
テ
ー
マ
に

開
催
さ
れ
た
第
１５
回
法
人
会
全
国
女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
６

名
が
参
加
し
ま
し
た
。

大
会
は
第
１
部
は
宮
田
亮
平
氏

（長
岡
造
形
大
学
客
員

教
授
）
に
よ
る
記
念
講
演
が
行
わ
れ
、
第
２
部
大
会
式
典

で
は
租
税
教
室
等
の
事
例
発
表
等
が
行
わ
れ
て
式
典
は
終

了
し
ま
し
た
。

令

青
年
部
会
だ
よ
り

法
人
会
全
国
青
年
の
集
い

『佐
賀
大
会
」
に
参
加

青
年
部
会

（道
場
幹
雄
部
会
長
）
で
は
、

１１
月
２５
日
（木
）
。
２６
日

（金
）
に
佐
賀
市
に
お
い
て

「
つ
な
ぐ
　
維
新
の
ち
か
ら
　
輝
け
る
大

切
な
未
来
へ
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
第
３５
回
法
人
会
全
国
青
年
の
集

い
が
コ
ロ
ナ
禍
と
い
う
こ
と
で
、
現
地
参
加
人
数
の
制
限
、
リ
モ
ー

ト
の
併
用
に
よ
る

「
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
開
催
」
と
し
て
開
催
さ
れ
、
道

場
部
会
長
以
下
７
名
が
参
加
し
ま
し
た
。

■
月
２５
日
（木
）
は
部
長
会
サ
ミ
ッ
ト

（パ
ネ
な
ア
ィ
ス
カ
ッ
ンヽ
ョ
ン
）
、

２６
日
（金
）
は

「租
税
教
育
活
動
プ
レ
ゼ
Ｙ
ア
ー
ンヽ
ョ
ン
」
及
び

「健
康

経
営
大
賞
」
フ
ァ
イ
ナ
リ
ス
ト
事
例
紹
介
並
び
に
大
会
式
典
に
お
い
て

大
会
宣
言
。
大
会
旗
伝
達
が
行
わ
れ
三
日
間
の
大
会
を
終
了
し
ま
し
た
。

佐買市文化会臨

2021,I, 25。

畿ド半
キ
ー

佐買大会
お 韓キⅢ

協 イ
ヽ

ヽ

Ｖ

「

‐

れｍ
耐
４
“

ム ザi材1汀ス会のが一ムベージを男よう〃

Jヽ松法人会

(公社)」 松ヽ法人会のホームベージは、税に関するホットな情報や記事が満載

※行事予定及び各種研修会並びに講演会のご案内

※『インターネットセミナー』を無料で閲覧

※『法人会自主点検チェックシート』の掲載

※『e―TAX』 関連情報の掲載

』］蜘蜘〕】輸鞭一一

H

硼
http://komatsu.ishikawa―kenhouren.or。 ,p/

‐



(7)令和 4年 1月 1日 小 松 法 人 会 だ よ り 第121号

租
税
教
育
活
動

○
小
学
生
の

「租
税
教
室
」

（８
校
１５
回
）
を
開
催

小
松
法
人
会

（青
年
部
会
、
女
性
部
会
）

で
は
、
次
代
を
担
う
子
供
た
ち
に
租
税
の
意

義
や
役
割
を
正
し
く
学
ん
で
も
ら
う
た
め
の

租
税
教
育
活
動
を
活
動
の
大
き
な
柱
と
位
置

付
け
て
お
り
、
本
年
度
も
小
学
六
年
生
を
対

象
に
租
税
教
室
を
開
催
し
て
い
ま
す
。

◇
女
性
部
会

授
業
で
は
会
員
が
税
に
関
す
る
ア
ニ
メ
や

ク
イ
ズ
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
税
金
の
仕
組
み

や
使
い
道
に
つ
い
て
、
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
を

使

っ
て
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
と
、
子
供

た
ち
は
身
近
の
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
に
多
く

の
税
金
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
な
が

ら
も
、
税
金
の
大
切
さ
に
つ
い
て
真
剣
に
学

ん
で
く
れ
ま
し
た
。

◇
青
年
部
会

租税数室 (青年部会 )

【税金と国民のかかわ
'デ

〕

代表者を選ぷ 集め方

吟
使い方

文化的な生活  儀康的な生活   安心・安全な生活

国 民

小
松
法
人
会
で
は
、
感
染
症

拡
大
防
止
対
策
を
講
じ
て
、
新

設
法
人
説
明
会
、
決
算
期
別
説

明
会
等
を
開
催
し
て
お
り
ま
す
。

本
年
度
は
、
年
末
調
整
説
明
会

並
び
に
コ
ロ
ナ
禍
で
中
止
し
て

い
た
税
務
研

修
会
を
開
催

し
た
と
こ
ろ
、

多
数
ご
参
加

い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご

ざ

い
ま
し
た
。

令和3年分 年末調整説明会

(於 :小松商工会議所)

租
税
教
室
の
実
施
状
況

‐２
月
２‐
日
ω

‐２
月
７
日
∩

Ｈ
月
５
日
④

開
催
日

錦
城
小
学
校

（２
回
）

橘

小

学

校

↑

回
）

河
南
小
学
校

（１
回
）

学

校

名

‐２
月
１６
日
い

‐２
月
１４
日
硼

‐２
月
９
日
い

１１
月
１８
日
い

Ｈ
月
１０
日
ｍ

開
催
日

山
代
小
学
校

（３
回
）

作
見
小
学
校

（２
回
）

片
山
津
小
学
校

（
１

回

）

粟
生
小
学
校

（２
回
）

芦
城
小
学
校

（３
回
）

学

校

名

国民力f間接的に

税
務
研
修
会
等

松
市
、
加
賀
市
、
能
美
市
、
川
北
町
の
各
図
書
館

に
大
人
の
ん
に
も
税
に
対
す
る
理
解
を
深
め
て
も
ら
う

よ
う
に
図
書
を
寄
贈
い
た
し
ま
し
た
。

i言慕醒童蕗奪

||111i:1舛 Ⅲギぅ|

、!||IIサ■|,

●k

士平1

警
・●Λ４

一

ル



第121号 小 松 法 人 会 だ よ り 令和 4年 1月 1日 (8)

令和3年度税制改正 法 人 税

(1-1)カ ーボンニユー トラルに向 けた投 廣 促 進 税 制 の創 設 働碍税・法斎院。法人住民税・事業税) 新設

制度概要 【適用期限 :令刑 5年度末まで】

①大きな閉炭素化効果を持つ製品
の生産設籠導入

②生産工程等の脱炭素化と付加価値向上
t両立する設備導入

嫌

O瑚 ス削減効果力く大きく、新ぬ 需要の拡大に寄

与するこび 見込まれる製品の生産に専瑚 される設備
※対象設備は、機耐装置。

<措置内害>
税額控除10γO又は特別償却500/c

<霞品イメージ>

【化合的パワー半導体】 【燃料電池】

検∞
R「
生手 上毛

O事業所等G炭素生産l性
(付加価値額/エネ)畔―起源α)2

排出量)を本日当程度向上させる計画I泌要ユる設備 (※ )

※対象設備は、機絨装置、器具傭品、建物附属設備、構築物。導入に
よ孵磐野め炭素生産性が1°/o以上向上。

く炭素生産性の相当程度の向上と措置内害>
3年以内に10%以上向上 :税額控除100/o又は特別償却500/o

3年以内に 7%以上向上 :税額控除 5。/o又は特別償却500/O

く計画イメージ>

【エネ′bギー管理設備】

【盤 工程】

新規導入

(ユ ー2)DX(デジタルトランスフオ…メーション)投資促進税制の創設
(所得税・法人税・法人住民税・事業税)

制度概要 【適用期限 :令和4年度末まで】

新設

※ 投資顔下限 :売上高比0,10/o以 上

※ 投資額上限 :300億円

(300億円を上回る投資は300億円まで)

※ 税額控除上限 :「カーボンニユートラル投資促

進税制」と合わせて当期法人税額の200/。 まで

認
定
要
件

① データ連携・共有
(他の法人等力惰するデータ又は事業者力くセン

サー等を利用して新たに取得するデータと内部
データとを合わせて離 すること)

② クラウト技術の活用

③ 情報処理推進機オ苗力暇 査する

「DX認定」の取得 (レガシー回避・サイ
パーセキュリティ等の確保)

全社の意思決定に基づくものであるこ■

(取締役会等の決議文書添付等)

② 一定以上の生産性向上な駒 1見込まれ

ること等

①

税
制
措
置
の
内
容

ツフトウェア

線延資産
41

器具俯品
事2

機械装置
42

396

596i3

300/o

41クぅゥトシスァムヘ0蹄に係る初期費用をしう
*2ソフトウェア・誨剰廷資産と違隣して使用するものに限る
半3グ,レープタトの他法人ともデー,彗無共有する場合

(出典 :経済産業省「令和3年度税制改正について」)
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令不日3戦 税常ll改正 納 税 環 境 整 備

(1)税務関係書類における押印義務の見直し

○政府全体の行政手続における押印義務の見直しの方針を踏まえ、税務署長等に提出する税務関

係書類において、実印及び印鑑証明書を求めている手続等を除き、押印義務を廃止します。

(参考)地方公共団体の長に提出する地方税関係書類についても同様とします。

※上記のほか、国税の犯則調査手続における質問調書等への押印義務については存置とします。

(2)電子帳薄等保存補J度の見直し

○経済社会のデジダル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、グラウ

ド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、帳簿書類を電子的に保存する際の

手続を抜本的に簡素化します(令和4年 1月 1日以後適用)。

振簿等
電子帳簿等保存 0税務署長の事前承認が必要

●検索機能や訂正削除履歴を備えた信頼性の

高いンステムしか認められておらず、

低コストなグラウド会計ソフト等の利用者は紙での保存が必要

□税務署長による事前承認を廃止。

ロモニター、説明書の備付け等の最低限の要件を満たす電子張簿(正規の簿記の原則に従つて記

帳されるものに限る。)も、電子デーダのまま保存することが可能。

□信頼性の高い電子帳簿 (優良な電子帳簿)についてはⅢインセンテイプにより差別化(過少申告

加算税を5%軽滅、脅色申告特別控除を10万円上乗せして65万円)。

受領する請求警等
スキャナ保存

●税務署長の事前承認が必要

●紙原本による確認が必要なため、その処理のた

めに出勤が必要

●一定日数内でのダイムスタンプ付与の徹底が困難

●保存デーダに対する高度な検索機能を確保でき

ない場合は紙での保存が必要

議家碑
瑚

電子デーダ 電子取引に係るデーダ保存

電子請求書

取引相手 ■
タイムスタンプ

受額者
(― 勝者)

□税務署長による事前承認を廃止。

□紙原本による確認の不要化(スキャン後直ちに原本の廃秦が可能)。

□電子データの改ざん等による不正に対しては、重加算税を10%加算。

ロタイムスタンプ付与までの期間を最長約2カ月以内に統一。

□検索要件について、「日付、金額、駆 腕謝に限定するとともに、=定の小規模事業者については科 L

原則 (1)全般 (例 :確定申告書、給与所得者の扶養控除等申告書) 不要

(2)担保提供関係書類 (例 :不動産抵当権設定登記承諾書、第三者による納税保証書)

要例外

(3渡産分割協議書 (例 :相続税・贈与税の特例における添付書類)

押印の要否税務関係書類の分類

改
正
前

改
正
後

改
正
前

改
正
後

(出典 :財務省「令和3年度税制改正」)



第 121号 小 松 法 人 会 だ よ り 令和 4年 1月 1日 (10)

財政のお話し

プライマリー′ゞランスとは何か

●プライマリーバランス (PB)とは、社会保障や公共事業をはじめ様々な行政

サービスを提供するための経費 (政策的経費)を、税収等で賄えているか

どうかを示す指標です。現在、日本のPBは赤字であり、政策的経費を借金

で賄つている状況です。

(歳入) (歳出) (歳入) (歳出)

我が国の2021年度の一般会計予算案で考えてみると、

「政策的経費」とは、歳出総額から国債費の一部を除いた83.4兆円、

「税収等」とは、歳入総額から公債金を除いた63.0兆円であり、

PBは20.4兆円の赤字になつています。

(注)2021年度の政策的経費には新型コロナウイルス感染症対策予備費 (5.0兆円)が含まれており、その分だけPB
の赤字が増加することに留意。

財政の現状
プライマリーバランスが

均衡した状態

過去の借金の

元本返済 ・

利払費

新たな借金

行政サービスの

ために借金を

している

(=PB赤字) {

過去の借金の

元本返済

新たな借金

行政サービスを
税収等のみで賄う

(〓PB均旬
ゝ

(出典 :財務省「これからの日本のために財政を考える」から編集)
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今琴口3年度 納税永彰登首若

令和3年度納税表彰において、小松法人会から金沢国

税局長表彰 (法人会功績)1名、小松税務署長表彰 (法人

会功績)3名の方がそれぞれ選ばれました。

本年も昨年同様に、新型コロナウイルスの影響で、例年「税

を考える週間」(11月 ■日～17日 )に合わせ行われている納

税表彰式典が中止となり、個別に金沢国税局課税部 南部

法人課税課長、大竹口小松税務署長から各受彰者に表

彰状が授与されました。

表彰を受けられた方々は、法人会の発展に尽力され、そ

の活動を通じて多年にわたり納税道義の高揚と正しい税

知識の普及、申告納税制度の発展に功績のあった方々です。

多
年
に
わ
た
る
功
績
を
称
え

小前口 彰 氏
(於 :小前口重輪lオ九(l木承 )

竹内 和史 氏
(於 :竹内電気工事lイホl木壮)

駒容 康丈 氏
(於 :駒谷工業lイホl木れ )

参虫 真総 氏
(於 :lイホl参虫電気商会 本社 )

地方税の電子申告・共通納税のお知らせ

《石川県・各市町からのお知らせ》
燃 逮

石川県及び県内すべての市田」では、地方税の申告手続・糸内税手続を、地方税ポータルシステム

(eLTAX)を通じてインターネットで行うことができます。

自宅やオフィスから、複数の地方公共団体ヘー度に申告 ,納税することができますので、ぜひご

利用ください。

◎利用時間
8:30～24:OO(土日祝日、年末年始を除く。なお、繁忙期に|よ休日開放される場合があります。)

◎対象税目

法人県民税、法人事業税 (特別法人事業税含む)、 個人県民税利子割・配当割 株式等譲渡所得
害」、法人市田J村税、個人住民税 (給与支払報告書等 )

※電子申告を行った申告情報や特別徴収税額通知データを共通納税システムに

弓|き継いで納税することができます。

《eLTAXについてのお問い合わせ先》
地方税共同機構

ホームページ https://www.ettax.ha.gojp

よくある質問 httpsプ /ettax,custhelp.com/
県税キャラクター

直之 くん

し

０

（
Ｖ

●
θ
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くインポイス制唐 〉

登録申請手続l占与θ~TaXをご刊円ください rr

む腿翻脚
令和 5年 10月 から「インボイス制度」(※ )が導入されます。

制度導入後、適格請求書 (インボイス)を交付するためには、税務署長に

登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。

令和5年3月 31日

インポイス制度
特設サイト

10月 1日

(※ )怖」度の詳しい説明については、国税庁ホームページの「インボイス制度牛寺設サイト」をご覧

く腔 い。

ギ '【登録申請のスケジユール】…………………………………………………………・………………・L

令和3年10月 1日から

登録申請力可 能です。

令和3年 10月 1日

登録申請の受付開始

令租 5年 10月 1日か軽 髄 受ける

'コ

)には、原則として、

令莉 S年 3月 31日までに登録申請をそわ 必要がありまi先

インボイス制度の導入

ソフトウェア

e一Taxソフ e―Taxソフト(SP版 ) e―Taxソフト

電子証明曽 必要

ダウンロード 不要 必要

利 用 端 末 ′〔ツコン スマートフオン・タプレット ′〔ソコン

作 成 形 式 問答形式 (画面に表示された質問に回答し、入力するイメージ) 帳票形式 (書面と同様)

利用可能者 法人・個人事業者 個人事業者の♂磨) 法人・個人事業者

代 理 送 信 可 能 不可 可能

む θ“T朝□摂軽簸韓荘呼鶴
く事前準備>

e―Taxの利用には、電子証明書 (マイナンバーカードなど)が必要となりますので、

事前に取得をお願いします (マイナンパーカード以外の電子証明書でe―Taxの利用

が可能なものは、e―Taxホームページの「電子証明書の取得」を〔鮮暑ください。)。

マイナンノ(―カード
の取得申請

鰯
く登録申請手続>

電子証明書取得後に登録申請データの作成・送信を行いますc

登録申請データの作成・送信は、国税庁が提供している以下のソフトウエアで行うことができます。

(注)個人の国外事業者の方は、c―Taxソフト(WEB版 )又はe―Taxソフトをご汗J用喩述い。

0     (国税庁 法人番号 7000012050002)



(13)令和 4年 1月 1日 小 松 法 人 会 だ よ り 第 121号

操作方法の詳細は、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」に掲載して

いる以下のマニュ刀レをご覧欲述い。

・ 適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニュアル (e― Taxソフト(WEB版 )ve丘 )

。適格請求書発行事業者の登録申請データ作成マニユアル (e― Taxソフト(SP版 )veh)

インボイス制度
特設サイト

e―Taxソフト(WEB版 )及びe中Taxソフト(SP版 )の操作方法の詳細

登録申請手続は全てe‐Taxで完結できます !!

く事業者>  ④登録申請データをe―Taxで送信 (登録通矢llもe―Taxで受け取ることを希望)

］
図

ヵr― ス

(1,900日 間賄 〕

適格爾求a
発行事彙雷
′ム`森サイト

嗣

(注)事前にメールアドレスの登録を行つた方にお矢Dらせします

く税務署>

⑫
公表情報

t 〕
▼

Υ

一４【一だ仕

くインポイス制度導入後>

②税務署における処理後、登録通知データ
を送信 (メ ッセージボックスに↑魯細)

く取弓I先> B口・・■B■>緊理Σ種認写智a寃客能
(e― Taxソフト等を利用)

.>識盤ぎ捉割饉獣揺誘髭ζぷ
「公表サイト」で確認可能

登録通知データの格納を

学 <・
モ?`(:てθ智?!..

③登録通知データの確認

くe‐Taxソフト等の事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方に関するお問い合わせ>
O e‐Tax・ 作成コーナーヘルプデスク

電話番号 0570‐ 01‐5901
(ナ ビダイヤル (有料))

【I霊生押時F飼】 9:00～ 17:00
(土日祝及び年末年始を除く。)

※1 夢 り用の電話機によつては、上記ナビダイヤ)囲こつながらない場合がありますので、その場合は、03-5638-5171を
夢 」用0述い。

※2 最新の情報は、e―Taxホームページの「ヘルプデスクヘのお問い合わせ」をご確認く

'謎

い。

くマイナポータルAPIE関するお問い合わせ>
0 マイナンプ(―総合フリーダイヤル

電雷舌覆‖号0120‐ 95‐0178
(無料) i:と日壕!! ::::κ l,::: t筵 ;長毎!台〕【受付時間】

くインポイス制度に関する一般的など質問などのお問い合わせ>
O 消費税軽減税率・インポイス制度電話相談センター

電訂翼野号 0120‐205‐553
(無料)

【:霊付時間】 9:00～ 17:00
(土日祝及び年末年始を除く。)

お問い合わせについて

(令和 3年 7月 )



第121号 小 松 法 人 会 だ よ り 今和 4年 1月 1日 (14)

翻
確定申告

確定申告書等作成コーナーなら

自宅でいつでも申告♪

さらに !e口Taxなら早期還付されます

相`談はチヤットボットや電話でもできます′
>チャットボットでの相談

※令和4年 二月上旬公闘予定

>お電話での相談

・e■詠の使い方
(操作方法等)

申告書の作成に
当たうてのご不明点等

e‐Tax・ 作成コーナーヘルプデスク
(全目一律市内通話料金)

0570日 01‐5901

所轄の税務署へお電話ください

ご質問を入力いただけ

れば、AIを 活用 した

「税騎職員ふたば」が

お答えします。

イ見務職員ふたば

に嚇 国税庁  法人番号7000012050002

1報 |

ギ …́

会社が休めない…

★ ★

自動計葺
伯

自動入力★

自宅から〔
Ｔ
一

書き方や計算が分からない…

a
画面の案内に沿つて入力

すれば税額まで自動計算

入力がめんどう…

い
マイナポータル連携や
過去の申告データを
利用して自動入力

マイナンノ〈―カード
とスマホでe―Tax l

ご自宅からの e口 Ta x申告のご案内

申告書の作成・送信は

国税庁ホームベージ から
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法 人 会 の ご 案 内

70年を超える歴史を有し、
約75万社が加入する団体です!

昭斑122年 (1947年)に法人税はそれまでの賦課課税制度

から申告納税制度に移行しました。しかし、当時の社会経済

状況から、経営者が難解な税法を理解して、自主申告できる

か危惧されました。

このため、申告納税制度の定着には納税者自身が団体を結

成し、帳簿の整備、税知識の普及などを図る必要性が生じ、

企業の間から自発的に法人会が誕生しました。

法人会は公平で健全な税制実現のため、会員企業の声を立

法府等にアピールするとともに、税の啓発や租税教育を積極

的に進めています。

:社会に貢献する法人会 !

法人会は長きにわたり、国の根幹とも言える「1期 の分野を

中心に活動してきました。今後ともその歴史を継承し、国や

社会に貢献する組織であり続けたい。この思いをもつて、全

国各地の法人会においても、統―的な事業やそれぞれの地域

に密着した活動を展開しています。

経営に差がつく!

税の知識が身につく!人脈がひろがる!

刻々と変化する社会情勢下、企業の存続・発展を図るには、

正しい知識と情報が必要です。法大会では各種研修会、セミ

ナーや情報誌などを通じて、企業経営に求められる知識や情

報を提供しています。

とくに、企業の健全経営を支える税の知識については、税

務署や税理士とも協力しながら、研修会・説明会等を実施し

ています。

これらの研修会をはじめ各事業に参加することで、法人会

に加入する様々な業種の経営者と知り合い、その交流を通じ

てお互いの経営感覚を磨き、自らの視野を拡げることができ

ます。

法人会は税のオピニオンリーダーとして

企業の発展を支援し

地域の振興に寄与じ

日と社会の繁栄に貢献する

経営者の団体です

全法連 URt htpノ /www zenkokuhOⅢ nkahOrip

ム
法人会

法 人 会 と は …

「税制改正に関する提言」を

国。地方自治体に行つています
租税教育活動。税の啓発活動を

積極的に行つています

ビジネスにも役立つ多彩な

出会いのチャンスを提供します

地域に密着した貢献活動で

社会のお役に立っています

著名な講師による語演会や

インターネットセミナーを開催しています

企業の人材教育や経営支援のための

各種研修会を開催しています

会員企業だけでなく経営者や従業員も

利用できる福利厚生制度が揃つています

活動への参加が会員相互の絆を深め

組織力を生み出す源となります

税を昧方に、
強い経営を。

▼

て

J

▼
,

/

予角

，
ｔ

一́　一　」とＰレ

イ ll「鷺 ir″
Ⅲ l



法人会事務局からのお願い

下記事項に変更等がございましたら、公益社団法人 珂ヽ松法人会事務局まで

FAX(0761-23-3825)に てご連絡頂きますようお願い申し上げます。

変 更 届

令和   年   月   日
公益社団法人

小松法人会 御中

所 在 地

法 人 名

代表者名

電  話

Θ

1日 新

商

号
変
更

住
所
変

更

一Ｔ T

代
表
者
変

更

役職名

氏 名

役職名

氏 名

そ

の
他

の
変
更

資本金・業種 。電話番号・FAX番号等に変更がありましたら、ご記入願います。

※提出いただいた個人情報は、研修会等の開催通知、機関紙等の送付、本会の事業活動のために利用し、

それ以外の目的で利用することは一切ありません。

公益社団法人 可ヽ松法人会 事務局
小松市園町二の1 月ヽ松商工会議所内

電記XOフ 61)24-2624 FAX(0761)23-3825
EぃMail hou―koma@circus.ocn.ne.jp


